
　　■農地法第４条

     　自ら転用する場合

☆　申請書　

□　許可申請書　　４条（様式第１－１号） ・ ５条（様式第１－２号－（１））
　　 ※　申請書１・２枚目ともに捨て印を押して下さい。

☆　添付書類（申請日前３ヵ月以内に発行された原本）

□　１．申請農地の登記事項証明書（全部事項証明書）　　　（法務局で発行）

　　　　（公図のコピーに申請農地及び隣接地の地番，地目，面積，所有者等を明示する。）　　

□　４．申請農地の位置図
　　　　（縮尺１／２５，０００程度）　「大子町の全体地図等」

□　５．申請農地の付近状況図
　　　　（縮尺１／２，０００程度で周辺５００ｍの範囲）（ゼンリンの住宅地図等）

□　６．配置図　（縮尺１／３００～１／６００程度）　　　※P.４参照

　　　　(1)申請農地に設置しようとする建物又は施設の種類（工作物含む）
　　　　　　規模，隣接地からの距離及び取水，排水計画を明示する図面

　　　　(2)取水排水計画を明示
　　　　　①取水（青），排水（赤），雨水（緑）で処理経路を図面に色分けする。
　　　　　②水利権者，漁業権者若しくは水路管理者等の同意を必要とする場合は，
　　 　　　　それを証する書面または，その写し放流河川等までの経路図も添付する。

□　７．平面図・立面図（住宅，建築物等の施設）（縮尺１／２００～１／３００）

□　８．申請者が法人の場合
　　　　(1)法人の登記事項証明書　　　　　　（法務局で発行）
　　　　(2)法人の定款又は寄付行為の写し
　　　  (3)事業経歴書

□　９．見積書　（転用に係る経費：土地購入費，整地費，造成費，建築費等）

□　10．事業計画書

□　11．浄化槽認定シート　（合併浄化槽設置の場合）

□　12．資金証明　（残高証明，融資証明，金銭貸与証明等）
　　　　　※自己資金については，事業費が500万円を超える場合は残高証明書を添付するが，
　　　　　 　事業費が500万円以下の場合は預貯金口座通帳の写しでよいものとする。

農地を住宅，店舗，山林，資材置場，駐車場等，

農地以外のものに転用するには，農地法の許可が必要です。

　　　 　売買や賃貸借等権利の移転・設定を伴う転用をする場合
　　　 農地の所有者が　 　                 　　　 　農地の所有者以外の者が，農地所有者から農地を

　　　　受付期間          ： 毎月１２日～１８日（土・日・祝祭日を除く）です。

　　　　審議日（総会日） ： 毎月７日（土日，祝祭日にあたる場合はその翌日）です。

※申請書・添付書類とも１部作成

□　２．公図　　（法務局で発行）

　　　　　　　　農地法 第４条・第５条（農地の転用・転用に伴う添付書類）

　　　■農地法第５条

□　３．隣接の状況図　　　※P.３参照

□　13. 農業を営む者の証明　（様式第１－３０号）
　　　　　※農家住宅及び農業用施設の場合。事前に農業委員会へ証明願いを提出。）
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□　14．土地改良区の意見書
　　（申請農地が土地改良区内にある場合）

□１５．申請地が道路や水路に隣接する場合で，
　　　(1)改良を加える(工事)をする場合は道路法第２４条許可書(申請の受理がなされた書類)の写し
　　　(2)占用(水路放流等)する場合は，道路法３２条許可書(申請の受理がなされた書類)の写し
　　　(3)土地改良区の水路等の場合は，管理者の許可又は同意を得た旨の書面の写し

□１６．申請人が大子町以外の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・住民票抄本，または，戸籍の附票

□１７．代理人による申請の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・委任状

□１８．都市計画法による開発許可または建築許可のあるもの
　　　・許可申請書の写し

　　　又は
　　　・申請の受理がなされた書面の写し

　　　・手続きをしたことを証する書面又はその写し

□２１．公共移転の場合

　　　・事業者の証明書及び収用対象地の概要が確認できる書類

②開発に土砂等の埋め立てをともなう場合は生活環境課との調整を要する

○　農振農用地区域外　　　５年以内
○　農振農用地区域内　　　３年以内

③転用面積の制限
○農家住宅　　　　1000㎡以内　
○自己住宅　　　　　500㎡以内
○駐車場　　　　　１台あたり25～30㎡
○公共移転　　　　従前の面積の１．１倍以内又は，500㎡以内のいづれか

④一時転用期間

　　　・地積測量図

□２４.  一時転用の場合

　　　・農地復元工程表

□２５.  その他必要な書類

☆参考

①隣接土地所有者の同意

□２０．当該転用事業に関連して，他法令の規定により関係機関の許可
　　　  及び同意等を要する場合

□２２．移転（転居）の場合

　　　・移転後の跡地利用計画
　　　（農地利用又はその他の施設利用）

□２３．一筆の一部を転用する場合

□１９．転用予定地に道路，水路がある場合
　　　・廃止又は付替えの許可の写し
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Ｎ

町道

110 111 112

１５０㎡ 畑
１５５㎡

久慈　花子 畑
畑 大子　一郎 １７０㎡

面積　　１２０㎡ ２２０㎡

103
101 102

申請地 八溝　一夫

名前　　大子一郎 大子　一郎
地目　　畑 畑

公図の写しの明示例

（申請農地及び隣接地の地番，地目，面積，所有者，耕作者を明示する）

（例）
地番　　１００ 104
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○　排水を河川等に放流する場合は，そこまでの経路図（河川管理者の意見書添付）

Ｎ

合併浄化槽

102 103
（地番）100 ５m 排水

104

取水 車庫
２５㎡ ８ｍ

４ｍ

２ｍ

町道

　　Ｎ

102 103
（地番）１００ ３m

104

３ｍ

５m

町道

出入口

　　　 ４ｍ３００本 Ｕ字溝５０個 　　　 バックホー

　　　　３台

　　　　砕石
　　　　３０㎡

　　　足場用パイプ 型枠３００枚 　　　重機置場

２ｍ　　　 ６ｍ２００本

自己住宅
１４５㎡

出入口

町水道本管 側溝（排水溝）

（例：資材・重機等置場）

配置図の記入例（１／３００～１／６００程度）

（例：自己住宅の場合）

○　取水（青），排水（赤），雨水（緑）で色分けする
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